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(別紙) 

 

天井脱落対策に係る技術基準原案 

 

 

 

（１）天井の脱落対策の適用範囲について 

(1-1)天井の種類 

この技術基準原案の対象となる天井は、応答倍率が大きく、脱落し人に危害を及ぼすような吊

り天井とし、応答倍率がごく小さい天井（直天井等）は対象としない。 

 (1-2)天井の設置状態 

天井の脱落対策の対象は、６ｍ以上の高さにある２００㎡以上の天井とする。考え方は、以下

の通り。 
① 天井が施工されている室の天井のうち、要件に該当するものを対象とする。 
② 床面から天井面までの高さが 6m 以上の部分（Ａ）がある。 
③ （Ａ）の部分が、一続きに 200 ㎡以上ある。 
④ ③の一続きとは、一体となっている場合だけでなく、一連の天井とみなされる場合を含む。 
⑤ 高さの要件（6m 以上）は、床から天井面までの鉛直の長さとする。斜めの床、天井の場合

も同様。 
⑥ 面積の要件（200 ㎡以上）は、天井面の水平投影面積とする。 

 
図１ 天井の脱落対策の適用範囲について 

 
※図１のほか、天井の形状による適用範囲については、12 ページ以降に示す。 

  

６ｍ以上

２００㎡以上

６ｍ未満

６ｍ以上の一続きの

天井が適用対象

： 適用対象の天井
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（２）天井の脱落対策の適用方法について 

脱落対策の方法については、耐震性等（常時及び地震時に脱落しない又は脱落により人的被害

を生じないための性能をいう。以下同じ。）を考慮した天井の仕様を定める方法（仕様ルート）、

天井の耐震性等を計算で検証する方法（計算ルート）、その他高度な計算などの特別な手段によ

って天井の耐震性等を検証する方法（特殊検証ルート）を設定する。 

 

・ 仕様ルートとしては、耐震性等を考慮した天井の仕様として、仕様１と仕様２を設定し、ど

ちらか一方に適合することとする。 

 仕様１として、2kg/㎡以下の天井、2kg/㎡超～6kg/㎡以下の天井、6kg/㎡超～20kg/㎡以

下の天井それぞれについて、その天井質量に応じた耐震性等を考慮した天井の仕様を設

定する。 

 仕様２として、天井が脱落しても人的被害を防ぐフェールセーフ機能を付加した仕様を

設定する。 

 

・ 計算ルートとしては、一続きの天井が一質点系にモデル化できる天井（水平で面内剛性があ

るもの等）について、耐震性等を計算で検証する方法を設定する。 

仕様１・仕様２を適用しない場合や、構造躯体に高度な構造計算（限界耐力計算）が適用さ

れる場合は、本ルートで耐震性等を検証することを想定している。 

 

・ 特殊検証ルートとしては、時刻歴応答解析等高度な計算などの特別な手段によって天井の耐

震性等を検証する方法を設定する。 

仕様１・仕様２・計算ルートを適用しない場合や、構造躯体に高度な構造計算（時刻歴応答

解析）が適用される場合は、本ルートで耐震性等を検証することを想定している。 
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（３）仕様ルート 

仕様ルートとしては、耐震性等を考慮した天井の仕様として、仕様１（（３－１）から（３－

３））と仕様２（３－４）を設定し、いずれかに適合することとする。 

なお、天井の単位面積質量は、一体となって脱落するおそれがあると想定される部材（吊りボ

ルト、斜め部材等は含まれない。）を算入する。独自に吊り元がない照明や空調等については、

天井に負担させている荷重を算入する。 

  
（３－１）仕様１ 

（2kg/㎡以下） 

（３－２）仕様１ 

（2kg/㎡超～6kg/㎡以下） 

（３－３）仕様１ 

（6kg/㎡超～20kg/㎡以下） 

① 

天井の単位面積質量は 2kg/㎡

以下。 

 

天井の単位面積質量は 2kg/㎡超

～6kg/㎡以下。 

 

天井の単位面積質量は 6kg/㎡超

～20kg/㎡以下。 

 

② 天井を構成する天井材は、作用する荷重に対して十分な耐力を有すること。 

③ － 
吊りボルトは 2㎡に 1本以上、

軸を鉛直方向に向けて配置。 

吊りボルトは 1㎡に 1本以上、

軸を鉛直方向に向けて配置。た

だし、設備の配置等により、や

むをえず吊りボルト間隔が開く

場合には、釣合い良く配置する

よう留意。 

④ 吊り長さは 3m 以下。 

吊り長さは 3m 以下。また、各吊

りボルトの吊り長さは概ね均一

とする。 

吊り長さは 3m 以下。また、各吊

りボルトの吊り長さは概ね均一

とする。 

⑤ 

天井を構成する天井材（落下し

て人に危害を及ぼすおそれの

ないものを除く。）は、常時の

荷重や地震時の衝撃、変形等に

対して、外れを生じないよう相

互に緊結。 

天井を構成する天井材（落下し

て人に危害を及ぼすおそれのな

いものを除く。）は、常時の荷

重や地震時の衝撃、変形等に対

して、滑り・外れを生じないよ

う相互に緊結。（クリップにつ

いては耐風圧クリップを用いる

か、又は番線等による留め付け

を行う。ハンガーについては、

口が開かないようにねじ留めを

行う。野縁受け同士の接合はね

じ留めとする。） 

天井を構成する天井材は、常時

の荷重や地震時の衝撃、変形等

に対して、滑り・外れを生じな

いよう相互に緊結。（クリップ

については耐風圧クリップを用

いるか、又は番線等による留め

付けを行う。ハンガーについて

は、口が開かないようにねじ留

めを行う。野縁受け同士の接合

はねじ留めとする。） 
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⑥ － 

吊り金具等は、常時の荷重や天

井に地震時に生じる力を構造耐

力上主要な部分に適確に伝達

し、天井を支持するよう措置。

吊り金具等は吊り元に緊結等の

措置。 

吊り金具等は、常時の荷重や天

井に地震時に生じる力を構造耐

力上主要な部分に適確に伝達

し、天井を支持するよう措置。

吊り金具等は吊り元に緊結等の

措置。 

⑦ － 

天井の吊り長さが 1,500mm を超

える場合は、水平補剛材を X方

向、Y方向に釣合いよく配置し、

水平補剛材と吊りボルトとの接

合部は緊結。水平補剛材で区切

るのは、２段までとする。 

天井の吊り長さが 1,500mm を超

える場合は、水平補剛材を X方

向、Y方向に釣合いよく配置し、

水平補剛材と吊りボルトとの接

合部は緊結。水平補剛材で区切

るのは、２段までとする。 

⑧ － 

斜め部材は X 方向、Y方向に釣合いよくＶ字型で n 組以上配置。（面

内剛性のない天井では、できるだけ分散して配置。） 
3

0

Lb

B I

Wn
V

α κ
α α

≥  

ここで、 

0Lb bL Bα =  

 

(m)bL ：斜め部材の有効座屈長さ (m)、 0 0.9(m)B =  

0B B Bα =  

 B：斜め部材の水平投影距離(m) 

Iα ：表 1 に掲げる数値 

κ：表 2 に掲げる水平震度 

W：吊り天井の総重量(kN) 

2
0

0 2
0

1.52 3.73(kN)
2.17

EI
V

B
π

= ⋅ ⋅ =  

表 1 Iα  

斜め部材の

断面 
C38x12x1.2 C38x12x1.6 C40x20x1.6 

その他の 

鋼製部材 

Iα  0.785 1.00 4.36 I/I0 

ここで、I 及び I0は、当該部材及び C38x12x1.6 の断面 2 次モーメント

とする。 
表 2 水平震度 κ 

設置階 水平震度 

上層階 2.2r1 

中間階 1.3r1 

下層階 0.50 

r1 は次式に示す値とする。ここで、N は階数である。 
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1
1 0.125( 1)min , 1.0

1.5
Nr + −⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

「上層階」とは最上階から次式 

 0.3(2 1)i N< +  
を満たす階 i の１つ上の階まで、「下層階」とは次式を満

たす階 i から下の階とする。 

 0.11(2 1)i N< +  

なお、平家（N=1）のときは「上層階」を適用する。 

「中間階」とは「上層階」又は「下層階」に分類される階

以外の階とする。 

 
水平補剛材で区切る場合は、上記を満たしつつ、斜め部材を有効に

配置する。 
ただし、特別な調査又は研究の結果に基づき上記と同等以上に水平

方向に対する耐力を有することを確かめられた場合にあっては、こ

れによらないことができる。 
 

（参考） 
吊り天井の諸元： 900 mm グリッド、吊り長さ 900mm、17kg/㎡ 
水平震度： 2.2 
斜め部材断面： C38x12x1.6……3.6 ㎡/対 以下 
 C40x20x1.6……15.6 ㎡/対 以下 

  

3.2 ㎡/対             13 ㎡/対 

⑨ － 

天井に地震時に生じる力を、斜

め部材を通して構造耐力上主要

な部分に適確に伝達できるよ

う、斜め部材の接合部および斜

め部材周囲の部材相互を緊結

（溶接は不可。）。 

天井に地震時に生じる力を、斜

め部材を通して構造耐力上主要

な部分に適確に伝達できるよ

う、斜め部材の接合部および斜

め部材周囲の部材相互を緊結

（溶接は不可。）。 
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⑩ － 
斜め部材は水平面に対して60度

以下の角度で設置。 

斜め部材は水平面に対して60度

以下の角度で設置。 

⑪ － 

天井面と周辺部位、設備は相互

の間に 100mm 以上のクリアラン

スを確保。ただし、天井面と一

体として挙動する設備の間につ

いては、この限りではない。ま

た、落下して人に危害を及ぼす

おそれのあるものについて、有

効な措置を講じた場合について

は、この限りではない。 

天井面と周辺部位、設備は相互

の間に 100mm 以上のクリアラン

スを確保。ただし、天井面と一

体として挙動する設備の間につ

いては、この限りではない。ま

た、落下して人に危害を及ぼす

おそれのあるものについて、有

効な措置を講じた場合について

は、この限りではない。 

⑫ － 

エキスパンションジョイント部

分等で一体的に振動しない構造

躯体に天井を設ける際には、一

体としないよう措置。 

エキスパンションジョイント部

分等で一体的に振動しない構造

躯体に天井を設ける際には、一

体としないよう措置。 

⑬ 

天井面に段差を生じる部分、折

れ曲がる部分などで地震時に

天井が一体的に動かないこと

が想定される場合には、一体的

な構造としないよう天井相互

の間でクリアランスを確保。 

天井面に段差を生じる部分、折

れ曲がる部分などで地震時に天

井が一体的に動かないことが想

定される場合には、一体的な構

造としないよう天井相互の間で

クリアランスを確保。 

天井面に段差を生じる部分、折

れ曲がる部分などで地震時に天

井が一体的に動かないことが想

定される場合には、一体的な構

造としないよう天井相互の間で

クリアランスを確保。 
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（３－４）仕様２ フェールセーフ 

以下のいずれか１つ以上の措置を講ずること。 

①落下する天井材を保持する時に生じる力を構造耐力上主要な部分に適確に伝達できるよう

に、天井をロープ等で吊り、天井面が外れても下まで落ちないよう措置。 

②落下する天井材を保持するように天井面より下の位置にネットを設置。（ネットは天井面に

沿って設ける。） 

③その他、人がいる場所が守られるよう措置。人が危険物に近接しないよう措置。 
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（４）計算ルート 

計算ルートを適用する前提として、以下の点を満たす必要がある。 
①吊りボルト、斜め部材、面材等は、釣合いよく配置されていること。 
②段差部等で縁を切っている場合には、別々の吊り天井として計算すること。 
③計算対象とする天井面は一体として挙動し、一質点系にモデル化できること。 

計算ルートとして、（４－１）の常時荷重に対する安全性の検証を行った上で、（４－２）地震

動に対する耐震性の検証を行い、更に（４－３）クリアランスの検討を行う。 
なお、（４－１）、（４－２）で「損傷しない」とは、部材相互の間のずれやすべりも生じない

ことを意味する。ずれやすべりが発生せず、斜め部材や吊りボルトの弾性座屈が生じる場合には、

構造躯体の筋かい等と同様に安全率を取り、オイラー座屈荷重の 1.5/2.17 倍とすることとする。 
 

（４－１）常時荷重に対する安全性の検証 

固定荷重（及び積載荷重の和）によって吊り天井の各部に生ずる力を計算し、当該力の３倍

の力に対して構成部材及び接合部が損傷（部材相互の間のずれやすべりを含む。）しないこと

を確かめること。 
 
 
（４－２）地震動に対する耐震性の検証 

稀に発生する地震によって天井面に作用する加速度又は震度を（４－２－１）から（４－２

－３）のいずれか（構造躯体に高度な構造計算（限界耐力計算）が適用される場合は、（４－

２－１））によって求め、当該加速度又は震度による慣性力によって天井を構成する部材及び

接合部が損傷（部材相互の間のずれやすべりを含む。）しないことを確かめること。 
免震建築物（H12 建告第 2009 号）にあっては、上記によらず天井面に作用する水平震度 0.5

とし、当該震度による慣性力によって天井を構成する部材及び接合部が損傷（部材相互の間の

ずれやすべりを含む。）しないことを確かめること。スパンが 15m を超える場合にあっては、

上下震度 0.5 が同時に作用するものとする。 
 
 
（４－２－１）スペクトル法 

天井面に作用する水平方向加速度 IhSaf （単位 m/s/s）及び上下方向加速度 IvSaf （単位 m/s/s）
を次の式(1)及び式(2)によって計算すること。この場合において、スパンが 15ｍ以下の場合

にあっては水平方向の加速度を式(3)により算定し、かつ、 0IvSaf = とすることができる。 

{ } { }2 2
, , ,

1 1
( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

n n
Ih ceil h j ceil h hj Ihj h j j ceil h vj Ihj v j

j j
Saf T R T T U Sa T R T T U Sa Tβ β

= =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑

144444424444443 144444424444443
①水平地震動による水平振動 ②上下地震動による水平振動

 (1) 

{ } { }2 2
, , ,

1 1
( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

n n
Iv ceil v j ceil v hj Ivj h j j ceil v vj Ivj v j

j j
Saf T R T T U Sa T R T T U Sa Tβ β

= =
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∑ ∑

144444424444443 144444424444443
③水平地震動による上下振動 ④上下地震動による上下振動

 (2) 
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{ }2
, ,

1
( ) ( , ) ( )

n
Ih ceil h j ceil h hj Ihj h j

j
Saf T R T T U Sa Tβ

=
= ⋅ ⋅∑

144444424444443
①水平地震動による水平振動

 (3) 

ここで、下添え字の I は吊り元の位置の番号を、h 及び v はそれぞれ水平及び上下を表し、 

,( , )j ceil hR T T 及び ,( , )j ceil vR T T ： 

 

( )

( )

3

3

- 0.1(s) ( , ) 1 5 ( 0.1)

- 0.1(s) 0.1(s) ( , ) 6

0.1(s) ( , ) 6 ( 0.1)

ceil j j ceil ceil j

j ceil j j ceil

j ceil j ceil j ceil

T T R T T T T

T T T R T T

T T R T T T T

⎧
≤ = + −⎪

⎪ < ≤ + =⎨
⎪
⎪ + < = +⎩

のとき：　

のとき：　

のとき：　

  

hj IhjUβ 、 vj IhjUβ 、 hj IvjUβ 及び vj IvjUβ ：構造躯体の j 次、位置 I での刺激関数、 

hjβ 及び vjβ ：構造躯体の j 次の水平及び上下方向の刺激係数、 

IhjU 及び IvjU ：吊り元の位置 I の j 次モードの水平及び上下成分、 

jT ：固有値解析により求めた構造躯体の j 次モードの固有周期（単位 s）、 

,ceil hT 及び ,ceil vT ：吊り天井の水平及び上下方向の固有周期（単位 s）、 

n：採用次数（j=1,2,…,n）で n≧3 とする。 

hSa 及び vSa ：入力地震動の水平及び上下方向の加速度応答スペクトル（単位 m/s/s） 

( )h jSa T ：次式で規定される加速度応答スペクトル 

 
0( ) ( ) ( )h j j jSa T Gs T Z Sa T= ⋅ ⋅   

ここで、 

Gs：令第 82 条の 5（限界耐力計算）第三号ハの表に規定する表層地盤による加速

度の増幅率（平 12 建告第 1457 号（限界耐力計算）第十第 1 項）、 

Z：令第 88 条第 1 項に規定される数値（地域係数）、 

Sa0：次式で規定する解放工学的基盤における加速度応答スペクトル（単位 m/s/s） 

 

0

0.64 6          ( 0.16 )

( ) 1.6            (0.16 0.64 )

1.024              (0.64 )

j j

j j

j j

T T

Sa T T

T T

⎧ + <
⎪⎪= ≤ <⎨
⎪ ≤⎪⎩

のとき

のとき

のとき

  

 

( ) ( ) 2v j h jSa T Sa T=  
である。 

 
 
 
（４－２－２）簡易スペクトル法 

設置階等に応じて表 3に示す水平震度を用いること。この場合において、表 3の周期帯の

欄に掲げる周期以外の周期については直線的に補間するものとし、スパンが 15ｍを超える場

合にあっては上下震度 0.5 が同時に作用するものとする。 
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表 3 水平震度 

設置階  周期帯 

1 次共振注1) 2 次共振注2) 剛注 3) 

上層階注5) 
1 GT T≤ 注 4)

12.2r Z  
21.1r Z  

0.50Z 
1GT T<  12.2( )GT T Z

中間階注6) 
1 GT T≤  11.3r Z  

0.66Z 
1GT T<  11.3( )GT T Z

下層階注7)  0.50Z 
表中の Z は（４－２－１）に規定する値、r1 及び r2 は次式に示す値とする。 

 

1
1 0.125( 1)min , 1.0

1.5
Nr + −⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

 

2 min(0.2 , 1.0)r N=   

ここで、N は階数とする。 

注 1）1 次共振とは、 1 ,0.1 ceil hT T− ≤ の場合とする。ここで、T1 は構造躯体の 1 次

固有周期（単位 s）で、固有値解析により算定するか、又は設計用 1 次

固有周期（昭和 55 年建設省告示第 1793 号第 2）による。 ,ceil hT は吊り天井

の水平方向の固有周期（単位 s）。 

注 2）2 次共振とは、 2 , 2max( 0.1, 0.1) 0.1ceil hT T T− ≤ ≤ + の場合とする。ここで、T2 は

構造躯体の 2次固有周期（単位 s）で、固有値解析により算定するか、又

は T2= T 1/3 とする。 

注 3）剛とは、 , 0.1ceil hT ≤ の場合とする。 

注 4) TGは加速度一定領域と速度一定領域の境界周期。（2種地盤：TG=0.864(s)） 

注 5) 「上層階」とは最上階から次式を満たす階 i の１つ上の階までとする。 

 

0.3(2 1)i N< +   

なお、N=1 のときは「上層階」を適用する。 

注 6)「中間階」とは「上層階」又は「下層階」に分類される階以外の階とする。 

注 7)「下層階」とは次式を満たす階 i から下の階とする。 

 0.11(2 1)i N< +   

 
（４－２－３）震度法 

設置階等に応じて表 4 に示す水平震度を採用すること。この場合において、スパンが 15

ｍを超える場合にあっては上下震度 0.5 が同時に作用するものとする。 

表 4 水平震度 

設置階 

共振の程度により分類 

T1/3<Tceil,h 
又は Tceil,h が不明 

0.1(s)<Tceil,h≦T1/3 Tceil,h≦0.1(s) 

上層階 2.2r1Z 1.1 r2Z 
0.50Z 中間階 1.3r1 Z 0.66 Z 

下層階 0.50 Z 
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表中の上層階、中間階、下層階並びに T1、Tceil,h、Z、r1 及び r2 は（４－２－２）

による。 
 
（４－３）クリアランスの検証 

構造耐力上主要な部分及び吊り天井の耐力や履歴特性を考慮して、極めて稀に生じる地震

によって天井面に生じる水平変位を算定し、周囲の壁、天井相互又は設備（天井と一体とし

て挙動するものを除く）との間に衝突等が生じないことを確認すること。ただし、当該水平

変位を次式の数値若しくは 100mm 以上の数値とする場合又は特別な調査若しくは研究により

天井の脱落につながるおそれのないことが確かめられた場合にあってはこの限りでない。 

 

2
,

, ,( ) 10 ( )
2
ceil h

Ih ceil h Ih ceil h
T

Sdf T Saf T L DA
π

⎛ ⎞
= + ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

ここで、 

SdfIh(Tceil,h)：吊り天井の水平変位（単位 m）、 

Tceil,h：吊り天井の水平方向の固有周期（単位 s）。ただし、Tceil,hが不明な場合には、Tceil,h=T1

とする。 

SafIh(Tceil,h)：（４－２－１）で計算した天井面に作用する水平方向加速度（単位 m/s/s）。
ただし、（４－２－２）又は（４－２－３）による場合には、表 3 又は表 4 の水

平震度を K、重力加速度を g（単位 m/s/s）として、 IhSaf Kg= とする。 

L：衝突等が生じないことを確認する位置での吊り長さ（単位 m）、 

DA：令第 82 条の 5（限界耐力計算）第五号イの当該階の安全限界変位に対応する層間変

形角又は同号ハに規定する地震力に耐えているときの層間変形角。ただし、当

該層間変形角を 1/40 以上の数値とする場合にあっては当該数値とすることが

できる。 

 

 

 

（５）特殊検証ルート 

構造躯体に高度な構造計算（時刻歴応答解析）が適用される場合の天井の耐震性等の検証方法

を設定する。検証方法としては、時刻歴応答解析等高度な構造計算などの特別な手段を用い耐震

性を検証する手法を設定する。 

 

 

（５－１）高度な構造計算等 

天井の耐震性の検証として、計算ルートよりもさらに高度な構造計算（時刻歴応答解析）な

どの特別な手段を用い耐震性を検証する。 
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■天井の形状による基準の適用関係 
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